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北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成１６年１０月１９日条例第89号

平成１７年 ３月３１日一 部 改 正

平成１７年１０月１８日一 部 改 正

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 24 4条 第 １ 項 に 規 定 す る 公 の 施 設 （ 以 下 「 施 設 」 と い

う 。 ） に 係 る 指 定 管 理 者 （ 法 第 24 4条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 指 定 管 理

者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 指 定 の 手 続 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。

（ 公 募 等 ）

第 ２ 条 知 事 及 び 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 知 事 等 」 と い う 。 ） は 、 指 定 管 理 者

に 施 設 の 管 理 を 行 わ せ よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 し て 、

指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る 法 人 そ の 他 の 団 体 （ 以 下 「 団 体 」 と

い う 。 ） を 公 募 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 緊 急 の 場 合 そ の 他 規 則 で

定 め る 場 合 は 、 公 募 に よ ら ず 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 と し て 適 当 な 団 体 を

指 名 し 、 次 条 の 規 定 に よ る 申 請 を 求 め る こ と が で き る 。

(１ ) 施 設 の 概 要

(２ ) 申 請 の 資 格 （ 以 下 「 申 請 資 格 」 と い う 。 ）

(３ ) 申 請 を 受 け 付 け る 期 間 （ 以 下 「 申 請 期 間 」 と い う 。 ）

(４ ) 選 定 の 方 法 及 び 基 準

(５ ) 指 定 管 理 者 に 管 理 を 行 わ せ る 期 間 （ 以 下 「 指 定 期 間 」 と い う 。 ）

(６ ) そ の 他 知 事 等 が 定 め る 事 項

２ 知 事 等 は 、 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 団 体 を 指 名 す る と き は 、 当 該 団

体 に 対 し 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 し て 協 議 を 行 う も の と す る 。

（ 申 請 ）

第 ３ 条 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る 団 体 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添

え て 申 請 期 間 内 に 知 事 等 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 申 請 資 格 を 有 し て い る こ と を 証 す る 書 類

(２ ) 管 理 に 係 る 業 務 の 計 画 書 （ 以 下 「 業 務 計 画 書 」 と い う 。 ）

(３ ) 管 理 に 係 る 収 支 の 計 画 書 （ 以 下 「 収 支 計 画 書 」 と い う 。 ）

(４ ) 当 該 団 体 の 財 務 の 状 況 を 示 す 書 類

(５ ) そ の 他 知 事 等 が 定 め る 書 類

（ 選 定 ）

第 ４ 条 知 事 等 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 団 体 （ 申

請 資 格 を 有 す る も の に 限 る 。 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） に つ い て 、 次 に

掲 げ る 選 定 の 基 準 に 照 ら し て 総 合 的 に 審 査 し 、 最 も 適 当 と 認 め る 団 体 を

指 定 管 理 者 の 候 補 者 と し て 選 定 す る も の と す る 。

(１ ) 正 当 な 理 由 が な い 限 り 住 民 が 施 設 を 利 用 す る こ と を 拒 ま な い も の

で あ る こ と 及 び 住 民 が 施 設 を 利 用 す る こ と に つ い て 不 当 な 差 別 的 取 扱

い を し な い も の で あ る こ と 。

(２ ) 業 務 計 画 書 の 内 容 が 、 施 設 の 効 用 を 最 大 限 に 発 揮 さ せ る も の で あ

る こ と 。

(３ ) 業 務 計 画 書 に 沿 っ た 管 理 を 安 定 し て 行 う 人 員 、 資 産 そ の 他 の 能 力

を 有 し て い る こ と 。

(４ ) 収 支 計 画 書 の 内 容 が 、 施 設 の 管 理 経 費 の 縮 減 が 図 ら れ る も の で あ
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る こ と 。

(５ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 等 が 施 設 の 性 質 又 は 目 的 に 応 じ

て 定 め る 基 準

（ 学 識 経 験 者 か ら の 意 見 の 聴 取 ）

第 ５ 条 知 事 等 は 、 申 請 資 格 及 び 前 条 第 ５ 号 の 基 準 を 定 め る と き 、 並 び に

同 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 の 候 補 者 と し て 団 体 を 選 定 す る と き は 、 あ

ら か じ め 、 学 識 経 験 を 有 す る 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 ）

第 ６ 条 知 事 等 は 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 の 候 補 者 と し て 選 定 さ

れ た 団 体 を 法 第 24 4条 の ２ 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 議 会 の 議 決 を 経 て 指 定 管 理

者 に 指 定 す る も の と す る 。

（ 結 果 の 通 知 等 ）

第 ７ 条 知 事 等 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 指 定 を 行 っ た と き は 、 速 や か に 、 そ

の 結 果 を 申 請 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 行 っ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

公 表 し な け れ ば な ら な い 。 公 表 し た 事 項 に 変 更 が あ っ た と き も 、 同 様 と

す る 。

(１ ) 指 定 管 理 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

(２ ) 指 定 管 理 者 に 管 理 を 行 わ せ る 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地

(３ ) 指 定 期 間

（ 協 定 の 締 結 ）

第 ８ 条 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 指 定 管 理 者 は 、 知 事 等 と 次 に 掲 げ

る 事 項 に つ い て 施 設 の 管 理 に 関 す る 協 定 を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 管 理 に 係 る 業 務 の 内 容 に 関 す る 事 項

(２ ) 道 が 支 払 う べ き 管 理 費 用 に 関 す る 事 項

(３ ) 管 理 に 係 る 業 務 を 行 う に 当 た っ て 保 有 す る 個 人 情 報 （ 北 海 道 個 人

情 報 保 護 条 例 （ 平 成 ６ 年 北 海 道 条 例 第 ２ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る

個 人 情 報 を い う 。 ） の 保 護 に 関 す る 事 項

(４ ) そ の 他 知 事 等 が 定 め る 事 項

（ 秘 密 保 持 義 務 ）

第 ９ 条 指 定 管 理 者 の 役 員 （ 法 人 で な い 指 定 管 理 者 に あ っ て は 、 そ の 構 成

員 ） 及 び そ の 職 員 並 び に こ れ ら の 者 で あ っ た 者 は 、 施 設 の 管 理 に 係 る 業

務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し 、 又 は 自 己 の 利 益 の た め に 使 用 し て は

な ら な い 。

一部改正〔平成17年条例22号・17年90号〕

（ 原 状 回 復 義 務 等 ）

第 10条 指 定 管 理 者 は 、 そ の 指 定 期 間 が 満 了 し た と き 、 又 は 第 12条 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 若 し く は 期 間 を 定 め て 管 理 に 係 る 業 務

の 全 部 若 し く は 一 部 の 停 止 を 命 ぜ ら れ た と き は 、 速 や か に 、 そ の 管 理

し な く な っ た 施 設 及 び 施 設 の 設 備 等 を 原 状 に 復 さ な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 知 事 等 の 承 認 を 得 た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

第 11条 指 定 管 理 者 は 、 故 意 又 は 過 失 に よ り そ の 管 理 す る 施 設 又 は 施 設 の

設 備 等 を 損 傷 し 、 又 は 滅 失 し た と き は 、 そ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 道 に

賠 償 し な け れ ば な ら な い 。

（ 指 示 及 び 指 定 の 取 消 し 等 ）

第 12条 知 事 等 は 、 指 定 管 理 者 が 法 令 又 は 第 ８ 条 の 協 定 に 違 反 し た と 認 め

る と き そ の 他 施 設 の 適 正 な 管 理 の た め に 必 要 と 認 め る と き は 、 指 定 管 理

者 に 対 し 、 必 要 な 指 示 を 行 う こ と が で き る 。

２ 知 事 等 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 指 定 管 理 者
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の 指 定 を 取 り 消 し 、 又 は 期 間 を 定 め て 管 理 に 係 る 業 務 の 全 部 若

し く は 一 部 の 停 止 を 命 ず る こ と が で き る 。

(１ ) 指 定 管 理 者 が 法 令 又 は 第 ８ 条 の 協 定 に 違 反 し た と き 。

(２ ) 指 定 管 理 者 が 前 項 の 指 示 に 従 わ な い と き 。

(３ ) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 指 定 管 理 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に

よ り 当 該 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 を 継 続 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め る

と き 。

３ 知 事 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 し た と き 、 又 は 期 間 を 定 め

て 管 理 に 係 る 業 務 の 全 部 若 し く は 一 部 の 停 止 を 命 じ た と き は 、 遅 滞 な

く 、 そ の 旨 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

（ 委 任 ）

第 13条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 等 が 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 北 海 道 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）

２ 北 海 道 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 10年 北 海 道 条 例 第 28号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

（ 次 の よ う 略 ）

附 則 （ 平 成 17年 ３ 月 3 1日 条 例 第 2 2号 抄 ）

〔 北 海 道 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 附 則 〕

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 17年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 17年 1 0 月 1 8日 条 例 第 9 0号 抄 ）

〔 北 海 道 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 附 則 〕

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 18年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正）

２ 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年北海道条例第89

号）の一部を次のように改正する。

第９条の見出し中「等」を削り、同条第２項を削る。


